
第１１号議案  

 

 

 

   中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出します。  

 

 

 

  平成２９年２月１６日  

 

 

 

提出者  中野区長   田 中 大 輔    

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 議員報酬及び期末手当の額を改めるとともに、平成２９年３月に支

給する期末手当に関する特例措置を定める必要がある。  



   中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例  

 

 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１

年中野区条例第１３号）の一部を次のように改正する。  

 第２条の表議長の項中「８８９，６００円」を「８９１，３００円」

に改め、同表副議長の項中「７５３，７００円」を「７５５，２００

円」に改め、同表委員長の項中「６４５，９００円」を「６４７，１

００円」に改め、同表副委員長の項中「６１６，６００円」を「６１

７，８００円」に改め、同表上記以外の議員の項中「５８７，２００

円」を「５８８，３００円」に改める。  

 第６条第２項中「１００分の１６０」を「１００分の１６５」に、

「１００分の１６５」を「１００分の１７０」に改める。  

 附則に次の１項を加える。  

１３  平成２９年３月に支給する期末手当に関する第６条第２項の規

定の適用については、同項中「１００分の２５」とあるのは、「１

００分の３７」とする。  

   附  則  

 この条例は、平成２９年３月１日から施行する。  


